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国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります

自己負担限度額所得要件区分

ア

イ

ウ

エ

オ

旧ただし書所得
901万円超

旧ただし書所得
600万円超～ 901万円以下

旧ただし書所得
210万円～ 600万円以下
旧ただし書所得
210万円以下

住民税非課税

252,600円+（総医療費－842,000円）×1%
〈多数該当：140,100円〉

167,400円+（総医療費－558,000円）×1%
〈多数該当：93,000円〉

80,100円+（総医療費－267,000円）×1%
〈多数該当：44,400円〉

57,600円
〈多数該当：44,400円〉

35,400円
〈多数該当：24,600円〉

自己負担限度額所得要件区分

A

B

C

旧ただし書所得※
600万円超

旧ただし書所得
600万円以下

住民税非課税

150,000円+（総医療費－500,000円）×1%
〈多数該当：83,400円〉

80,100円+（総医療費－267,000円）×1%
〈多数該当：44,400円〉

35,400円
〈多数該当：24,600円〉

＜平成27年1月以降＞

＜平成26年12月以前＞

※旧ただし書所得とは・・・「収入」（事業収入、給与収入、年金収入等）から、
　必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を控除し（「総所得金額等」）、
　さらに「所得控除」（基礎控除（33万円）、配偶者控除、扶養控除等）のうち、
  「基礎控除（33万円）」のみを控除した後の所得金額。
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◆問合先　　保険医療課  ☎（21）2131　　　生活環境課　☎（43）9216
　　　　　　生活環境課  ☎（62）0903　　　生活環境課　☎（29）1102
　　　　　　生活環境課  ☎（92）0307　　　生活環境課　☎（55）7762

有効期限が「平成26年12月31日」のものを現在お持ちの方（70～74歳の方も含む）に、
新しい認定証（平成27年1月～平成27年7月分）を、12月下旬にお送りします。

　平成27年1月から、70歳未満の国民健康保険の方の高額療養費の自己負担限度額が
表のとおり変更になります。（70～74歳の方は変更ありません。）国民健康保険の「限度
額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分も変更になります。　

　

12
月
1
日
よ
り
左
記
の
と
お

り
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
経
験
豊

富
な
看
護
師
が
家
庭
で
の
対
処

方
法
な
ど
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て

く
れ
ま
す
の
で
、
お
子
さ
ん
が

急
な
病
気
や
け
が
で
心
配
な
と
き

に
、
ぜ
ひ
利
用
く
だ
さ
い
。
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翌
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翌
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※

プ
ッ
シ
ュ
回
線
の
場
合
は
、

局
番
な
し
の
＃
8
0
0
0

・
緊
急
、
重
症
の
場
合
は
、
迷
わ

ず
1
1
9
番
を
利
用
く
だ
さ
い
。

「
と
ち
ぎ
子
ど
も
救
急
電
話

　
　
　

相
談
」
相
談
時
間
延
長

・
慢
性
疾
患
や
育
児
相
談
に
は

応
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
あ
く
ま
で
も
電
話
に
よ
る
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
う
も
の
で
あ

り
、
診
断
等
の
医
療
行
為
は
行

い
ま
せ
ん
。

◆
問
合
先　
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課
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本

本

　

本
市
の
歴
史
的
な
町
並
み
や

美
し
く
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
を
次
世

代
に
継
承
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ら
の
景
観
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
市
民
・
事
業
者
・
行

政
が
協
働
し
て
推
進
し
て
い
く

た
め
に
、
景
観
法
に
基
づ
く
栃

木
市
景
観
計
画
を
策
定
し
ま
し

栃
木
市
景
観
計
画

た
。
本
計
画
は
、
建
築
物
の
建

築
や
工
作
物
の
建
設
等
に
お
い

て
届
出
制
に
よ
る
緩
や
か
な
規

制
を
行
う
な
ど
、
良
好
な
景
観

形
成
を
誘
導
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、　

 

都
市
計
画
課

で
縦
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

◆
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画
課
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3
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小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
千

塚
町
上
川
原
土
地
区
画
整
理
審
議

会
の
委
員
の
選
挙
期
日
を
次
の
と

お
り
定
め
ま
し
た
の
で
、
選
挙
人

名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

◆
投
票
日
　
3
月
8
日
（
日
）

千
塚
町
上
川
原
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
の
選
挙
に
つ
い
て

◆
選
挙
人
名
簿
縦
覧
期
間

1
月
16
日
（
金
）
か
ら
1
月
29

日
（
木
）
ま
で

※
名
簿
の
登
載
者
は
、
千
塚
町

上
川
原
土
地
区
画
整
理
事
業
施

行
地
区
内
の
土
地
所
有
者
や
借

地
権
者
で
す
。

※
記
載
事
項
に
異
議
が
あ
る
場

合
は
、
縦
覧
期
間
中
に
市
へ
申

出
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

◆
縦
覧
場
所

　 

産
業
基
盤
整
備
課

※

土
・
日
・
祝
日
は
市
役
所
1

階
宿
日
直
室
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

◆
そ
の
他

　

審
議
会
委
員
の
選
挙
に
関
す

る
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
つ
ど
市

役
所
掲
示
板
に
公
告
し
ま
す
。

◆
問
合
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栃
木
県
が
都
市
計
画
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
に
当
た

り
、
構
想
に
つ
い
て
の
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時

1
月
20
日
（
火
）
18
時
30
分
〜

◆
場
所
　
西
方
総
合
文
化
体

育
館　

会
議
室
（
2
階
）

◆
対
象
　
ど
な
た
で
も

◆
問
合
先　

栃
木
県
都
市
計
画
課
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2
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西
方
都
市
計
画
区
域

 

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
説
明
会

　

平
成
26
年
4
月
1
日
の
道
路

法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
本
市
で
も
道
路
占
用
料
が

国
に
お
け
る
道
路
占
用
料
に
準

じ
て
平
成
27
年
4
月
1
日
よ
り

改
定
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
左

道
路
占
用
料
の
改
定

本大藤都西岩

1. 受付日、受付時間、対象地区、申請会場（対象地域以外受付可）

2.申請の際に持参するもの

注： ①新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。
　　②新規申請および免税機械の追加や入替えがある方は、機械を取得した
　　　ことが確認できる書類
（契約書・納品書・領収書等）を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」
をメモ等に控えてきてください。

3. 問合先

（1）免税軽油使用者証
（2）印鑑
（3）免税軽油の引取り等に係る報告書（納品書又は領収書を添付、写しでも可）
（4）手数料　420円（※新規申請および使用者証更新の場合）
（5）耕作証明書（※新規申請および耕作面積が減った場合）
使用者証更新のみの場合や耕作面積が増えた場合には、耕作証明は不要です。

平成２７年農業用免税軽油に係る申請について　平成２７年農業用免税軽油に係る申請について　平成２７年農業用免税軽油に係る申請について　平成27年農業用免税軽油に係る申請について　

受付日（土・日・祝日除く） 対　象　地　域
1月28日（水）、29日（木）、2月5日（木） 栃　木
2月6日（金）、9日（月） 共同・受委託
2月10日（火）、12日（木）、13日（金） 都　賀・西　方
2月16日（月）、17日（火） 藤　岡
2月18日（水） 大　平
2月19日（木） 大　平
2月20日（金） 岩舟（岩舟）

岩舟（静和）
岩舟（小野寺）

2月23日（月） 予備日（全地区）
受　付　時　間

【午前】9：00～11：30　【午後】13：00～16：00
申　請　会　場

栃木県庁下都賀庁舎　第2福利厚生棟会議室（神田町6－6）

○栃木県税事務所　軽油引取税調査担当　☎（23）6882
○　 農業委員会事務局　☎（21）2393（耕作証明書について）
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○
ご
近
所
の
迷
惑
に
な
ら
な
い

よ
う
に
ペ
ッ
ト
を
飼
い
ま
し
ょ
う

　

最
近
、
散
歩
時
に
お
け
る
犬

の
フ
ン
の
放
置
や
放
し
飼
い
に

よ
る
事
故
に
つ
い
て
苦
情
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
飼
い
主
は

責
任
を
持
っ
て
、
犬
に
し
っ
か

り
リ
ー
ド
を
付
け
、
フ
ン
を
持

ち
帰
る
た
め
の
袋
を
持
ち
散
歩

を
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
外
で
飼
っ
て
い
る
猫

の
い
た
ず
ら
や
フ
ン
の
放
置
の

苦
情
も
あ
り
ま
す
。
室
内
飼
い

犬
・
猫
を
飼
っ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

を
し
て
ご
近
所
ト
ラ
ブ
ル
を
防

ぐ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
新
し
く
犬
を
飼
っ
た
ら…

引
っ

越
し
を
し
た
ら…

死
亡
し
た
ら…

・
新
し
く
犬
を
飼
っ
た
ら
、
犬

の
登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
犬
が
栃
木
市
へ
転
入
を
し
た

ら
、
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
犬
が
他
の
自
治
体
へ
転
出
し

た
ら
、
そ
の
自
治
体
の
窓
口
へ

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
犬
が
死
亡
し
た
ら
、
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。
電
話
で
も
受

付
け
ま
す
。
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本
　

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
農

林
業
・
農
山
村
地
域
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
最
も
基
本
的
な

調
査
で
す
。

　

1
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
農

家
・
林
家
及
び
農
林
業
関
係
者

の
方
々
を
訪
問
し
て
、
調
査
票

に
2
月
1
日
現
在
を
基
準
日
と

し
た
農
林
業
の
経
営
状
況
な
ど

の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

調
査
票
に
書
か
れ
た
内
容

は
、「
統
計
法
」
に
よ
り
厳
し
く

秘
密
が
守
ら
れ
、
統
計
以
外
の

目
的
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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０
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５
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林
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セ
ン
サ
ス
実
施本


